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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年６月３０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年３月１２日 ０２時３０分ごろ 

発生場所 大分県杵築
きつき

市杵築湾東方沖  

杵築市所在の臼石鼻灯台から真方位０８５°５,０００ｍ付近 

（概位 北緯３３°２４.６′ 東経１３３°４５.３′） 

事故調査の経過  平成２３年３月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 砂利・石材等運搬船 第十八大
たい

洋
よう

丸、４８９トン 

   １３２９８０、大洋海運有限会社（Ａ社） 

   ６４.６４ｍ（Lr）×１３.００ｍ×７.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３６kＷ、平成５年１１月 

Ｂ 引船 第二十八十
と

勝
かち

丸、９９.８３トン 

   １２４６８５、渋田海運株式会社、進幸海運有限会社 

   ２４.０１ｍ（Lr）×７.００ｍ×３.１０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,９１２kＷ、昭和５６年１１月 

Ｃ 台船 Ｙ
ワイ

Ｋ
ケー

－１、約９５３トン 

   船舶番号なし、矢野海運株式会社 

   ５０.００ｍ×１８.００ｍ×３.００ｍ、鋼 

   機関なし 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６３歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４２年１０月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１８年４月２０日 

    免状有効期間満了日 平成２４年３月３１日 

  航海士Ａ（二等航海士） 男性 ４１歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成３年７月１０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１８年６月３０日 

    免状有効期間満了日 平成２３年７月９日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７０歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日  昭和３６年１０月１３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年３月２４日 

    免状有効期間満了日 平成２８年８月２８日           
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾外板に亀裂を伴う凹損 

Ｂ 発電機及び雑用水ポンプが濡損、えい
．．

航索に損傷 

Ｃ 左舷外板に凹損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、建設残土約７５０ｍ3

を積載し、航海士Ａが、平成２３年３月１２日００時ごろ単独の船橋当直

に就き、愛媛県松山市由利島を通過した頃から椅子に腰を掛けて当直に当

たり、時々レーダーで見張りを行いながら杵築湾東方沖を約１０ノット

（kn）の速力で自動操舵により南西進した。 

航海士Ａは、４海里（Ｍ）レンジとしたレーダーで右舷前方１～１.５Ｍ

付近に南進中のＢ船及びＣ船（以下「Ｂ船引船列」という。）を探知し、Ｃ

船の黄色点滅灯を視認したが、Ｂ船引船列とはまだ距離に余裕があると思

い、再び椅子に腰を掛けていたところ、伊予灘西航路第１号灯浮標付近を

通過した頃から眠気を催すようになり、衝突の約１０分前に居眠りに陥っ

た。 

Ａ船は、Ｂ船からＣ船に取っていたえい
．．

航索に衝突したが、航海士Ａ

が、居眠りをしていたので衝突したことに気付かず、衝突後間もなく目が

覚め、Ａ船とＢ船引船列のえい
．．

航索とが衝突したことに気付き、機関を停

止して船長Ａに報告した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、生石灰約１,０００ｔを積載したＣ

船を長さ約１７０ｍのえい
．．

航索でえい
．．

航してＢ船引船列を構成し、船長Ｂ

が、１２日０２時ごろ単独の船橋当直に就き、大分空港沖を針路約１８

０°（真方位、以下同じ。）及び速力約６kn で航行中、東日本大震災によ

る津波警報が発表され、大分港への入港ができなくなったため、速力を約

３.５knに減じて自動操舵で航行を続けた。 

船長Ｂは、４ＭレンジとしたレーダーでＡ船が左舷方から接近してくる

のを認め、Ａ船が０.５Ｍに接近したとき、約１０°右転して針路を約１９

０°とし、Ａ船に対して汽笛で短音を連続吹鳴して避航を促したが、０２

時３０分ごろ、Ａ船とＢ船引船列のえい
．．

航索とが衝突した。 

衝突後、Ｂ船引船列は、Ａ船の前進惰力によりえい
．．

航索が引かれてＢ船

及びＣ船がＡ船の船尾方に引き寄せられ、Ａ船の右舷船尾部とＣ船の左舷

側とが衝突し、Ｂ船の船体が傾斜して機関室に浸水したが、Ａ船及びＢ船

引船列は、いずれも自力で航行して目的地に向かった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約３～４m/s 、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 Ａ船の船橋当直は、船長Ａ、一等航海士及び航海士Ａの３人による３時

間交替の３直体制を採っており、本事故当時は、航海士Ａが００時～０３

時の船橋当直に就いていた。 

 航海士Ａは、Ａ船が阪神港出港前に約１日停泊したので、睡眠不足や疲

労の蓄積はなかった。 

 Ａ船は、マスト灯２個、両舷灯及び船尾灯を表示していた。 

Ａ船には、居眠り防止装置が設置されていなかった。 

 Ａ船の喫水は、船首約３.８０ｍ、船尾約４.８０ｍであり、船首部の形

状は、球状船首となっていた  
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 その他の事項  Ｂ船の船橋当直は、船長Ｂ、一等航海士及び二等航海士の３人による４

時間交替の３直体制を採っており、本事故当時は、船長Ｂが０２時～０６

時の船橋当直に就いていた。 

Ｂ船のえい
．．

航索は、直径約８０mm、長さ約１７０ｍであった。 

Ｂ船には、マスト灯３個、両舷灯、船尾灯及び引き船灯のほか、船尾部

にＣ船の船首部を照射するための照明灯を点灯していた。また、Ｃ船に

は、両舷灯のほか黄色点滅灯を点灯していた。    
分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、杵築湾東方沖を自動操舵で南西進中、

単独で船橋当直中の航海士Ａが、右舷前方を南進

中のＢ船引船列とはまだ距離に余裕があると思

い、椅子に腰を掛けて当直を続けていたところ、

居眠りに陥ったことから、Ｂ船引船列に接近して

いることに気付かずに航行を続け、Ｂ船引船列の

えい
．．

航索と衝突し、さらに、Ｃ船と衝突したもの

と考えられる。 

Ｂ船引船列は、杵築湾東方沖を南進中、船長Ｂ

が、左舷方から接近するＡ船を認め、約１０°右

転して警告信号を行ったものの、Ａ船がえい
．．

航索

に向けて航行を続け、えい
．．

航索と衝突したのち、

Ｃ船とＡ船とが衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、杵築湾東方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船引船列

が南進中、単独で船橋当直中の航海士Ａが、右舷前方のＢ船引船列とはま

だ距離に余裕があると思い、椅子に腰を掛けて当直を続けていたところ、

居眠りに陥ったため、Ａ船がＢ船引船列に接近していることに気付かずに

航行を続け、Ａ船とＢ船引船列のえい
．．

航索とが衝突し、さらに、Ａ船とＣ

船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・船橋当直中に眠気を催した場合には、椅子から離れて眠気を払拭する

措置を採ること。また、眠気が払拭できないときには、船長に報告する

こと。 

・Ａ船には、居眠り防止装置が設置されていなかったが、同装置を設置

することが望ましい。 

Ａ社は、本事故後、次の改善措置をとった。 

Ａ船の乗組員に対して安全指導を行った。また、Ａ船では、レーダーの

警報機能を活用することにし、警報音が６分ごとに発生するように設定し

て、居眠り防止策を講じた。 

 




